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はしがき 

 

 知的財産学部二年次における「工業デザインと知的財産」の講義を念頭において作

成した。 

 

平成 28 年 1 月 19 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第二版はしがき 

 

 法的な観点よりもデザイン思考、企業活動の捉え方、マーケティングに重点をおい

て、そのなかで知的財産の活用を考えるという観点から全面改訂を行った。 

 

平成 29 年 1 月 24 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第三版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。 

 

平成 30 年 1 月 23 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第四版はしがき 

 

 一科目が 90 分授業×15 回から 100 分授業×14 回に変更されたのにともない、事業

化後の保護手段である「7． 著作権法・不正競争防止法によるデザインの保護」を付

録に移動して直接の講義対象からは外した。あわせて、理解が容易になるように説明

の追加と記載の見直しを行った。また、事例の追加と参考書の追加・差換えを行った。 

 

平成 31 年 1 月 22 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 
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第五版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。6．特許法・商標法

によるデザインの保護では、請求項の記載を削除した。また、事例の追加と参考書の

追加を行った。さらに、各回の課題と取り組むうえでの考え方を記載した。 

 

令和 2 年 1 月 21 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第六版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。また、ファイルサイ

ズが過大になったため参考書の一部と付録を削除した。 

 

令和 3 年 1 月 19 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第七版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。 

 

令和 4 年 1 月 18 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第八版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。また、事例の追加を

行った。さらに、課題と取り組むうえでの考え方を追記した。 

 

令和 5 年 1 月 17 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 
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第九版はしがき 

 

 MOBIO-cafe「知財の基礎知識と柔軟な知財活用について「そのアイデアは、特許じ

ゃなくて商標・意匠で守れるかもしれませんよ。」（2023 年 5 月 19 日）資料より事例

を引用した。 

 

令和 6 年 1 月 16 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第十版はしがき 

 

 理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。また、事例の追加を

行った。 

 

令和 7 年 1 月 7 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第十一版はしがき 

 

 事例の追加変更を行った。また、Google Clasroom を使用する旨を記載した。 

 

令和 8 年 1 月 13 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 
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5．意匠法によるデザインの保護 

 

 

知財は、本来、会社の事業と密接に関連するものですが、授業の便宜上、前回までに

ビジネスプランを商品企画書またはサービス企画書の形にまとめてもらい、今回と次

回で知財の話をするという構成になっています。実際のビジネスでは、もっと早い段

階から知財についての検討を開始します。 

 

 

学修のポイント 

 

知的財産権 

 

意匠法 

 全体意匠 部分意匠 関連意匠 動的意匠 組物の意匠 

 物品の意匠 画像の意匠 建築物の意匠 内装の意匠 
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5-1. 知的財産権 

 

●知的財産権 

人の物を盗むのは明らかに悪であり、刑法によって懲役や罰金が決められています。

一方、マネすることは基本的に自由です。とはいえ、何でもかんでもパクられるとや

る気が起きないし腹が立ちます。そこで、何をマネするとダメなのかを法律によって

決めておくことにしました。 

 特許庁が審査するもの：特許権 （実用新案権） 意匠権 商標権 

 自動的に発生するもの：著作権 

これらの勝手にマネされない権利をまとめて知的財産権といいます。その他、企業活

動のなかでやってはいけないことのリストが不正競争防止法によって決められていま

す。なお、実用新案は無審査ですが、権利行使には特許庁が作成した実用新案技術評

価書の提示が必要です。 

 

そこで大事なことは企業活動のなかで知的財産権をどう活用するかです。 

 独り占めする。 ：差別化 

 仲間を作る。  ：相互補完戦略 オープン&クローズ戦略 標準化戦略 

 

独り占めをすれば、自分の会社の製品と他の会社の製品を差別化することができます。

一方、何から何まで自分の会社で行うのは難しい場合もあります。また、自分の会社

だけでは市場が広がらない場合もあります。 

そのような場合には、知的財産を利用して仲間を作ることもできます。「うちの会社は

こんな技術があります。」というよりも「うちの会社はこんな特許をもっています。」

という方が具体的でわかりやすいですね。特許は技術をパッケージ化するものという

こともできます。 

仲間を作る場合にも、足りない知的財産を持ち寄る相互補完戦略（いわゆるクロスラ

イセンス）、オープン領域で市場を拡大しクローズ領域で利益を上げるオープン&クロ

ーズ戦略、標準規格化することによって普及を加速する標準化戦略等いろいろな戦略

があります。 
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●工業デザインの保護 

 

工業デザインを保護するのは意匠法ですが、その他の知的財産法も工業デザインを保

護することができる場合があります。ここでの工業デザインとは、狭い意味でのデザ

イン、すなわち工業的に生産される物の形をいいます。 

 

保護期間 

意匠法    ：出願から 25 年 

特許法    ：出願から 20 年 

商標法    ：登録から 10 年（10 年ごとに更新可能） 

著作権法   ：著作者の死後又は公表後 70 年 

不正競争防止法：発売から 3 年（通常） 半永久（周知著名） 

 

●知財調査 知らなかったでは済まされない。 

 

 

 

法律 

保護 

対象 

    ↑ 

レッド・オーシャン 

 

（ブルー・オーシャン 

競争相手がいない新た

な市場） 
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●企業活動と知的財産 

①超立体マスク（ユニ・チャーム） 難儀なこと 観察 

 

 

観察 

発散思考 

観察 

当時は平 

面が普通 



工業デザインと知的財産（大塚） 

 6

 

 

ユニ・チャー 

ムというブラ 

ンドイメージ 

の変化 



工業デザインと知的財産（大塚） 

 7

②電気ケトル（象印マホービン） デザイン重視の開発 

 

 

 

有名デザイ 

ナーに依頼 
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工業デザインと知的財産（大塚） 

 9

③トップ NANOX（ライオン） 徹底した現場観察 
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作り手の 

想い 
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④金のつぶ あらっ便利！（ミツカン） 納豆市場への新規参入 
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財団法人知的財産研究所「企業の事業戦略におけるデザインを中心としたブランド形

成・維持のための産業財産権制度の活用に関する調査研究報告書」（2011 年） 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2010_13.pdf 
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5-2. 意匠法 

 

●意匠法とは 

工業デザインを保護する法律 

何のデザインであるか（物品、建築物の用途、画像の用途）を指定したうえで特許庁

における審査を受けます。 

 

 

意匠登録第 1461387 号 トヨタ自動車 富士重工 乗用自動車 

 

 

意匠登録第 1518179 号 川崎重工業 自動二輪車 

 

 

意匠登録第 1406144 号 任天堂 携帯用電子計算機 

（携帯用電子計算機：プログラムが動くものという意味でゲーム機よりも概念として

広くなります。） 
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●物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠（部分意匠） 

デザインの特徴的な部分を保護 

 

 

意匠登録第 1470804 号 トヨタ自動車 富士重工 乗用自動車 

 

 

 

 
 

意匠登録第 1518183 号 川崎重工業 自動二輪車 

 

 

意匠登録第 1406146 号 任天堂 携帯用電子計算機 

 

色の薄い部分や点線の部分はともかく、色の濃い部分や実線の部分が同じか似ていれ

ば意匠権の侵害になります。 
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●関連意匠 

基礎意匠の出願から 10 年以内であれば、先願や新規性の規定の適用を受けることなく、

デザインのバリエーションを保護することができます。 

 

   
     本意匠         関連意匠         関連意匠 

  

     関連意匠        関連意匠 

 

左上 意匠登録第 1461387 号 トヨタ自動車 富士重工 乗用自動車（本意匠） 

以下、左上から右下へ 1461915 1471161 1471162 1471163（関連意匠） 
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左 意匠登録第 1518179 号 川崎重工業 自動二輪車（本意匠） 

右 1518282（関連意匠） 

 

     

左 意匠登録第 1406144 号 任天堂 携帯用電子計算機（本意匠） 

以下、左から右へ 1406497 1406498 1428006（関連意匠） 

意匠登録第 1428006 号（関連意匠）は、意匠登録第 1406144 号（本意匠）と背面が異

なります。 

 

 

特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～」(2020 年) 

関連意匠の数珠つなぎが可能に 
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●動的意匠 形状が変化するもの 

   

   

六面図 

   

斜視図と参考図 

   

形態変化の途中の斜視図 

   

斜視図と参考図 

意匠登録第 1420964 号 タカラトミー 形態変化玩具 （動的意匠） 

「本物品は、ロボット状の形態からスポーツカー状の形態に可逆的に変化することが

できるものである。」 トランスフォーマー バンブルビー 
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●画像の意匠 

画像デザインは画像の意匠として保護されます。ただし、機器の操作の用に供される

画像（操作画像）又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像（機能画

像）に限られます。 

 

  

意匠登録第 1574132 号 アップル 携帯情報端末 

「正面図及び正面図の表示部拡大図に表された画像は、音楽等の音声再生機能を発揮

できる状態にするための操作に用いられる画像である。」 

 

  

意匠登録第 1571311 号 三菱電機インフォメーションシステムズ 

案内情報提供機能付き電子計算機 

「本物品は、図書館の利用者に案内情報を提供する機能を有する電子計算機である。

案内メニューを表すアイコンのいずれかにポインタを配置することにより選択し、ク

リックすることにより実行すると、そのアイコンに対応した案内情報提供機能が発揮

される。」 

 

  

意匠登録第 1520290 号 ソニー・コンピュータエンタテインメント 携帯情報端末機 

「画像図に表された画像は、本願意匠に係る物品「携帯情報端末機」が有する各種機

能、例えば画像閲覧機能、音楽再生機能、インターネット接続機能、ゲーム機能等を

発揮できる状態にするための操作に用いられる画像であって、各機能に対応した円形

アイコン画像を示します。 
他のアイコンについては省略されています。 
グレーの部分が登録意匠の範囲です。 
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のアイコンを選択する操作を行うものである。」 

 

   

意匠登録第 1500533 号 日立アプライアンス 電気洗濯乾燥機 

「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、洗濯や乾燥の具体的な作業時間

を調整する操作画面で、画面上方の時間選択ボタンで作業の時間を選択し、その下方

の機能表示領域では入力された状態が表示されるものである。なお、時間選択ボタン

では選ばれた部分の周囲の枠が太くなり、選ばれたことを表し、機能表示領域では、

調整されている機能が白抜きで表示されるものである。更になお、文字等を表示させ

た状態を示す参考図では、洗濯を１２分間行うことが入力されたことを表している。」 

 

  

意匠登録第 1442290 号 パナソニック デジタルビデオディスクレコーダー 

「「画像図」に表された画像は、複数の機能からなる初期メニューをリスト状に配した

ものである。当該画像はデジタルビデオディスクレコーダーから、テレビジョン受像

機に表示され、別体のリモコンによる操作により、画像上の９個の矩形で表現された

項目を表示して選択する。当該画像の左右には「変化した状態を示す画像図１」及び

「変化した状態を示す画像図２」に表された画像が存在し、その存在を使用者に認識

し易くするため、「変化した状態を示す画像図１」及び「変化した状態を示す画像図２」

の一部である端の３個の矩形を当該画像において表示している。また、各画像図の下

方に表された３個の矩形は現在の画像の位置を表しており、各画像図に表された矢印

状の表示と相俟って、現在位置から左右いずれの画像に移動可能かを明示的に表して

いる。」 
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意匠登録第 1672383 号 小糸製作所車 車両情報表示用画像 

「この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表

した画像は、使用状態を示す参考図１乃至３のとおり、走行時もしくは停車時に車両

の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運

転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、

画像図、及び、変化した状態を示す画像図１及び２のとおり、変更向きに応じて変化

して照射される。」 
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●建築物の意匠 

 

特許庁「意匠登録出願の基礎（建築物・内装）」(2020 年) 

 

●組物の意匠 

 

特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～」(2020 年) 

いわゆるセット物 大宮キャンパスの各棟はどうでしょう。 
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特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～」(2020 年) 

 

 

特許庁「意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～」(2020 年) 
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●内装の意匠 

 

特許庁「意匠登録出願の基礎（建築物・内装）」(2020 年) 

 

  

意匠登録第 1671152 号 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 書店の内装 
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5-3. 課題 

 

あなたの解決策で利用するアイテムをデザインしてみましょう。Product（製品）1のみ

ならず Promotion（プロモーション）、Place（流通）、Price（価格）に関するアイテム

のデザインであってもかまいません。 

 

保護すべきデザインのポイントとそれによる意匠権の取り方を教えてください。 

 全体意匠 部分意匠 関連意匠 動的意匠 秘密意匠2 

 物品の意匠 建築物の意匠 画像の意匠 

 組物の意匠 内装の意匠 

 

 

                                                      
1 解決策がアプリを含む場合には、アプリの操作画像又は機能画像でもかまいません。 
2 登録の日から最大 3 年間意匠を秘密にすることができます。 
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6．特許法・商標法によるデザインの保護 

 

 

 

学修のポイント 

 

特許法 

 特許法によるデザインの保護と意匠法による技術の保護（知財ミックス） 

 ビジネス関連発明（難儀なことの解決策） 

 

商標法（デザインと関連の深い商標） 

 立体商標 

 色彩のみの商標（商品等における位置を特定） 

 位置商標 

 動き商標 
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6-1. 特許法 

 

●特許によるデザインの保護と意匠による技術の保護 いわゆる知財ミックス 

 

   

特許第 5446828 号 意匠登録第 1401622 号 パナソニック 

 

収納時には図（a）のようにコンパクトになり、撮影時には図（b）（c）のようにレン

ズ交換式デジタルカメラに変形します。子育て中のお母さんにお子さんの成長記録を

美しい写真で残してほしい（企業の想い）。そのため、何かと持ち物の多いお母さんの

トートバッグにも気軽に放り込めるレンズ交換式デジタルカメラを開発しました。図

（a）の状態では液晶画面は閉じられていますので傷つきません。なお、図はレンズが

取り外された状態を示しています。実際にはレンズを取り付けて使用します。 

 

 

特許第 4110779 号 意匠登録第 1161645 号 パナソニック 

パナソニック http://panasonic.jp/pc/appli/20th_history/ 

 

背面のボンネット構造は、パソコンの強度を向上させるとともに、一目でパナソニッ

クのパソコンだとわかる目印にもなっています3。満員電車でどれだけ押されても壊れ

ません。 

 

 

                                                      
3 立体商標の商標登録を受けることができるかもしれません。 
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特許第 3852854 号（訂正 2009-390032） 齋藤繁建築研究所 

アップル https://support.apple.com/ja-jp/HT204217 

 

知財高判平成 26 年 4 月 24 日平成 25 年（ネ）第 10086 号〔接触操作型入力装置事件〕 

訴訟を有利に進めるために訂正審判を請求しています。アップルに対する 3 億 3664

万 1921 円の損害賠償請求が認められました4。技術＝デザインといえるかもしれませ

ん。 

 

新井信昭『iPod 特許侵害訴訟』（日本経済新聞出版社・2018 年） 

 

  

特許第 5027235 号 アップル 

アップル http://www.apple.com/jp/shop/buy-ipod/ipod-shuffle# 

 

請求項１の前半には、携帯型メディアプレーヤが当然に備えている構成要件が列挙さ

れています。後半には、そのような構成の携帯型メディアプレーヤに備えられたクリ

ップの、これまたクリップとしての当然の動作が記載されています。一言でいえば、

携帯型メディアプレーヤにクリップが付いているという特許です。 

 

 

                                                      
4 アップルにとって大きな痛手とはいえませんが。 
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特許第 5027235 号 アップル 

 

携帯用電子機器のアンロック画像に関する特許です。 

 

   

特許第 4940314 号 タカラトミー ギャング 意匠登録第 1391371 号 タカラトミー 

タカラトミー http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p100915.pdf 

 

ウイングのステーを車幅方向に幅を有する板状にし、さらに前後方向に屈曲させるこ

とによって、ウイングやステーが破損しにくくなります。 
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特許第 4304926 号 意匠登録第 1191186 号 商標登録第 5444010 号（立体商標） 

コクヨ https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/kadokeshi/products/index.html 

 

特許・意匠・商標のすべての権利を取得しています。発明が解決しようとする課題は、

消しゴムの角が取れてしまうと、字を消すのに強い力が必要になり、細かい部分を正

確に消すことができにくくなることに加えて、人によってはそのような消しゴムを使

う気が失せてしまい資源の無駄遣いにつながることだそうです。 

 

 

特許第 4471315 号 意匠登録第 1521899 号 

商標登録第 5377743 号・第 6565211 号（立体） 株式会社エンジニア 

 

 

特許第 6400215 号 意匠登録第 1623403 号・1623404 号ほか 三菱電機株式会社 

 

車両に対する操作を検知する操作検知部と、操作検知部により検知された操作に伴う

動きを予告するための予告情報を車両の外部に提示する情報提示部と、操作検知部に

より検知された操作に伴う動きを制御する動き制御部とを備える車両制御装置に関す
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る特許です。 

 

●ビジネス関連発明 

 

US9858719 Amazon Technologies, Inc. 

BLENDED REALITY SYSTEMS AND METHODS 

 

鏡の前に立つだけで仮想的な試着をすることができます。このようなアイデアは以前

から存在しますので、システムの動作を詳細に限定しているようです。 

 

 

特許第 4959817 号 アマゾン コム インコーポレイテッド 

amazon https://www.amazon.co.jp/ 

いわゆる 1-Click 特許です。Dash Button もできました。アメリカでは既に特許が切れ

ています。日本でも 2018 年 9 月 14 日に切れました。Dash Button の販売も終了しまし

た。 

 

Amazon の発明：カスタマーレビュー、1-Click、レコメンド、即日配送、キンドル、

アレクサ、クラウド 

“If you get it right, a few years after a surprising invention, the new thing has become 

normal. People yawn. And that yawn is the greatest compliment（誉め言葉） an inventor can 

receive.” 

“The significance of an invention isn’t how hard it is to copy, but how it reframes the 

problem in a new way.”ジェフ・ベゾス 

「発明の重要性は、問題を新しい方法で再構成するところにある。」 
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特許第 5946491 号 株式会社ペッパーフードサービス 

 

「いきなりステーキ」におけるステーキの提供システムに関する特許です。特許異議

の申立て（異議 2016-701090）による取消決定に対して、取消決定取消訴訟が提起さ

れ、取消決定が取り消されました。肉の重さを量るのに計量器を使用しているから自

然法則を利用しているということだそうです。 

知財高判平成 30 年 10 月 17 日平成 29 年（行ケ）第 10232 号〔ステーキの提供システ

ム事件〕 

 

  

特許第 6301237 号 株式会社ペッパーフードサービス 

 

「いきなりステーキ」における「肉マイレージ」による顧客管理システムに関する特許で

す。来店によるリアル・ポイントとアプリの利用によるバーチャル・ポイントを管理し、

いずれかが基準値を超えるとクーポンを発行します。 

http://ikinaristeak.com/mileage/ 
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特許第 4267981 号 株式会社一蘭「味集中カウンター」 

 

発明が解決しようとする課題は「客側としては、あくまでも客の立場を尊重されなが

ら、なおかつ従業員との無駄な関わりが排除され、しかも周囲の客に気を使うことな

くマイペースで食事に集中できる場所（店舗）を所望し、店側としては、客の要望に

応えつつ効率的な経営が望める店舗システムが望まれているが、両者を満足させるよ

うなシステムが存在していない。」です。入退センサ、座席センサ、連絡スイッチ、各

種ランプ類、スピーカー等が使用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーダー用紙 

https://ichiran.com/ganso/#order 
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6-2. 商標法 

 

●商標とは 

商標とは、自分の会社の商品やサービスを他の会社の商品やサービスと識別するため

のマークです。しかし、マークといっても二次元のものに限定されるわけではありま

せん。 

 

どのような商品やサービスにそのマークを使用するのかを指定したうえで特許庁にお

ける審査を受けます。指定した商品やサービスについて、他の会社の商品やサービス

と識別することができるマークでなければなりません。このことを「識別力」といい

ます。 

 

●商標の種類（1） 

従来の商標 

文字商標 商標登録第 5025182 号 

（パナソニック株式会社） 

図形商標  商標登録第 6478440 号 

 （ヤマトホールディングス株式会社） 

記号   商標登録第 1419883 号 

  （ルイ ヴイトン マルチエ） 

立体商標 商標登録第 5674666 号 

（本田技研工業株式会社） 

結合  商標登録第 1517133 号 

 （ナイキ イノヴェイト シーヴィー） 
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●商標の種類（2） 

新しいタイプの商標 

色彩のみの 

商標5 

商標登録第 5933289 号 

（株式会社セブン－イレブン・ジャパン） 

商標登録第 5930334 号 

（株式会社トンボ鉛筆） 

音の商標6 商標登録第 5804299 号 

（久光製薬株式会社） 

 

商標登録第 5985746 号 

(大幸薬品株式会社) 

位置の商標7 商標登録第 5960200 号 

（キユーピー株式会社） 

商標登録第 6034112 号        

（日清食品ホールディングス株式会社） 

動き商標8 

   
商標登録第 5825499 号（株式会社円谷プロダクション） 

     
商標登録第 6041905 号（株式会社かに道楽） 

ホログラム 

商標9   商標登録第 5804315 号 三井住友カード 

 

 

商品等における位置を特定した色彩のみからなる商標（赤）と位置の商標（青） 

（商標審査基準） 

                                                      
5 色彩のみからなる商標には、単色と色彩の組合せ及び商品等における位置を特定するものがあります。 
6 音の商標には、言語的要素を含むものと音楽的要素のみからなるものがあります。 
7 商品又は商品の包装の特定の位置に特定の標章を設けるものです。 
8 CM や映画のオープニングに用いられる動画が多いですが、株式会社かに道楽の「かに看板」の動き

のように物の動きについても商標登録がされています。また、ゲームのキャラクターについても商標登

録がされています（商標登録第 6166669 号、株式会社タイトー）。 
9 クレジットカードやギフトカードに用いられるものが多いです。 



工業デザインと知的財産（大塚） 

 35 

●実務上の商標の種類 

 ハウスマーク 

 ファミリーネーム 

 ペットネーム 

 

商号 江崎グリコ株式会社 

商標 

ハウスマーク 

 

ファミリーネーム 

 

ペットネーム 

 ポッキーチョコレート 

 ポッキー<大人のミルク> 

 つぶつぶいちごポッキー〈ハートフル〉 

 

他に、サービスブランド（「宅急便」等）やテクノロジーブランド（「HEATTECH」等）、

デザインブランド（「魂動」等）があります。 

 

  

 

 

パナソニックの 

デザインブランド 

マツダの 

デザインブランド 
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サブブランドによるブランド拡張 

 宅急便 スキー宅急便  ゴルフ宅急便 クール宅急便 

 ヒートテック ヒートテックプラス ヒートテックモイスト 

 HEAT TECH HEAT TECH PLUS HEAT TECH MOIST 

 

●ブランドの誕生 

 

 

この時点では、新たな名称の日本酒を発売するということに過ぎません。ブランドは

育てなければ真の意味でのブランドにはなりません。 

なお、近年アートディレクターが新ブランドの立上げに関与することも多いです。佐

藤卓氏は、カルピス・明治おいしい牛乳・コイケヤカラムーチョ・ロッテクールミン

トガムなどのパッケージデザインのほか、多くの企業のブランディングに関与する著

名なアートディレクターです。 
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●ブランドの構築 

 

ブランドの構築（トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社のホームページより） 

 

多様な顧客を有するトヨタはプロダクト・ブランドで顧客に向き合います。車名もエ

ンブレムもバラバラです。熱心なファンを有するマツダはコーポレート・ブランドで

顧客に向き合います。デザインに統一感はありますが、車名は記号的です。 

 

 

フォルクスワーゲンも同様 
・T-Cross ・Tiguan 
・Sharan 
・up! ・Poro 
・The Beetle ・Golf 
・Passat ・Arteon 

以下のブランドも同様 
・Lexus 
・Mercedes-Bentz 
・BMW 
・Audi 
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●ブランドの再生 

 

 

ブランドの再生（株式会社湖池屋のホームページより） 
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●デザインと商標 

 

●立体商標 

商品につけるマークというよりも商品そのものです。 

 

文字や図形と形状が結合することによって識別力を有します。 

 

商標登録第 4910717 号 カシオ計算機 腕時計 

ベゼルの下部に「G-SHOCK」と書かれています。なお、「G－SHOCK」

の初代モデルであって「G－SHOCK」の文字を有しない立体商標も

商標登録を受けています(商標登録第 6711392 号)。 

 

 

商標登録第 5103270 号 フェラーリ 自動車 

フロントフェンダーやラジエターグリルにフェラーリ

のマーク（跳ね馬）が付けられています。 

 

 

 

もともと特殊な形状なので識別力を有します。 

 

 商標登録第 4925446 号 シェフン 調味料用挽き器 

一般的な調味料挽き器（右）とは 

形がだいぶん違います。 

（https://www.amazon.co.jp/） 

特許・意匠も取得しています。 

 

国際登録第 803104 号（消滅） GUYLIAN チョコレート 

マーブル模様で魚介類をあしらったところに識別力があります。 
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特殊な形状ではありませんが長年の使用により識別力を有するようになりました。 

 

商標登録第 5094070 号 マグライト 懐中電灯 

 

 

 

 

 

商標登録第 5438059 号 エルメス ハンドバッグ 

バーキン 

 

 

 

 

商標登録第 5444010 号 コクヨ 消しゴム 

カドケシ 

特許・意匠も取得しています。 

 

 

 

商標登録第 5446392 号 カール・ハンセン 肱掛椅子 

Y チェア 

 

 

 

 

商標登録第 5480355 号 

オルファ カッターナイフ 

 

 

 

 

商標登録第 5674666 号 本田技研工業 二輪自動車 

スーパーカブ 
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商標登録第 5225619 号 コカ・コーラ コーラ飲料 

 

 

 

 

 

国際登録第 600167 号 

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 香水類 

ジャン・ポール・ゴルチェ 

 

 

 

展示の立体的形状 

 

商標登録第 4414223 号 エンリケ ベルナート 菓子 

チュッパ・チャプス 

 

 

 

 

商標登録第 5339887 号 

フリスク インターナショナル ミント入り菓子 

 

 

 

 

建物の立体的形状 

 

商標登録第 5272518 号 

ファミリーマート 総合小売 

 

 

 

 

商標登録第 5751309 号 

フジテレビジョン テレビジョン放送 
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看板の立体的形状 

 

商標登録第 5474210 号 ラウンドワン 運動施設の提供 

実際のピンではなくて建物の屋上に立っている。 

 

 

 

 

商標登録第 5760766 号 西友 総合小売 

 

 

 

 

 

サービスで使用するものの立体的形状 

 

商標登録第 4765762 号 日本郵政 郵便 

 

 

 

 

 

商標登録第 5268886 号 

コリアンエアー 航空機による輸送 

飛行機はボーイング社のデザインだが 

 

 

 

キャラクターの立体的形状 

 

商標登録第 4365296 号 くいだおれ 飲食物の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工業デザインと知的財産（大塚） 

 44 

商標登録第 5794508 号 任天堂 家庭用ゲーム機 

 

 

 

 

 

内装の立体的形状10 

 

商標登録第 6535338 号 キャメル珈琲 

茶・コーヒー及びココアの小売 

 

 

 

 

技術（機能）を保護しているのではないかと思わるもの 

 

   

商標登録第 4639603 号 株式会社不動テトラ コンクリートブロック 

 

完成された形状 

 シンプルな形状で截頭円錐体の 4 本脚から構成されており、ブロック単体として曲

げ抵抗が大きく極めて強固なコンクリートブロックです。 

優れた水理安定性 

 重心が低く外力（流れ） に対して非常に安定です。その構造物は、ブロック相互間

の噛み合わせが自然に得られより安定となり、高い粗度と有効な空隙を備え流れのエ

ネルギーを吸収、減衰させます。 

容易な施工性 

 当社のテトラポッド鋼製型枠はシンプルな互換性のある 4 枚の枠（シェル） の組み

合わせにより構成されていますので組立、取外しが簡単です。また、据付は、現地条

件に対して非常に順応性が高く、容易な設計断面が得られ施工性に優れています。 

（出典）株式会社不動テトラ 

https://www.fudotetra.co.jp/solution/block/tetrapod/ 

 

 

                                                      
10 特許情報プラットフォームにおいて「商標検索」の「その他の検索キーワード」「商標の詳細な説明」

に「内装」と入力して検索すると見つかります。 
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特許第 6722705 号 商標登録第 5390705 号 

ユーエスエム ホールディング アクチェンゲゼルシャフト 

家具 

 

 

 

 

（出典）MITSUKOSHI ISETAN 

https://www.mistore.jp/shopping/brand/living_art_b/006296.html 

 

商標登録第 5858733 号 

クイック ロック コーポレーション 

パン製品の袋用プラスチック製口止具 

 

 

 

概要 

パンの袋の留め具でお馴染みの「バッグ・クロージャー」。袋を何度も開け閉め出来る

ため、食パンなど一度では食べ切れない食品の保管に便利。また、袋の中の食品の鮮

度を保つことが出来、フードロスの削減に役立っている。バッグ・クロージャーは約

40 年使われ続けており、人々の食卓に寄り添ってきた。 

デザインのポイント 

1.袋の開け閉めがしやすいように、サイズ、厚み、穴の形状、上部の V 字切り込みを

デザインした。 

2.プラスチックの使用量を減らし CO2 排出量を削減するため、新たにサステナブル素

材を活用した。 

3.食品会社が、機械を使って袋に取り付けやすいように、左右非対称の突起とへこみ

をデザインした。 

（出典）GOOD DESIGN AWARD https://www.g-mark.org/award/describe/54585 
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商標登録第 5662953 号 商標登録第 5945238 号 商標登録第 5965372 号 

スバル 自動車 

 

 

左上から、歯ブラシのネック、トロタン、ゴルフクラブのヘッド、地盤改良装置、洗

剤容器、水処理用充填物 

 

新しいタイプの商標の中でもデザインと係わりの深そうな色彩のみの商標（商品等に

おける位置を特定）と位置商標・動き商標を取り上げます。 

 

●色彩のみの商標（商品等における位置を特定） 

商品のワンポイント・カラーを商標登録することができますが、今のところ登録され

た例はありません。 

 

商願 2015－29911 ニコン カメラ 

（拒絶確定） 
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商願 2015－29921 クリスチャン ルブタン 女性用ハイヒール靴 

（拒絶確定） 

 

 

 

 

商願 2015－30696 自動二輪車 川崎重工 

（拒絶確定） 

 

 

 

 

●位置商標 

商品のワンポイント・マークを商標登録することができます。 

 

商標登録第 5807881 号 エドウィン ズボン 

 

 

 

 

 

商標登録第 5808808 号 

富士通 ノートブック型コンピュータ 

 

 

 

 

商標登録第 5858802 号 

ソニー ゲーム機用コントローラー 
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商標登録第 6003142 号 

株式会社コロプラ 

スマートフォン用ゲームプログラム他 

 

 

 

 

 

商標登録第 6076621 号 

トヨタ自動車 自動車 

 

 

 

 

 

 

商標登録第 4323923 号（図形商標） 商標登録第 4832412 号（立体商標） 

商標登録第 6080187 号（位置商標） 

オフィチーネ パネライ 時計 リュウズ・プロテクター 

 

●動き商標 

動画だけではなく立体的形状の動きも商標登録することができます。 

 

 

商標登録第 6041905 号 株式会社かに道楽 かに（生きているものを除く。）かに看板 
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●意匠と商標 

  

意匠登録第 1238336 号 商標登録第 4972161 号「ゆびスポットボトル」サントリー 

https://www.suntory.co.jp/softdrink/yubispot/ 

https://www.suntory.co.jp/water/tennensui/product/ 

 

   
意匠登録第 1443689 号 意匠登録第 1459666 号 キッコーマン 

商標登録第 5860508 号「いつでも新鮮」 

https://www.kikkoman.co.jp/kikkoman/shinsen/ 

 

   

 

意匠登録第 1352447 号 商標登録第 4706838 号「たまごポケット」 

商標登録第 5138514 号「W たまごポケット」 日清 

https://www.nissin.com/jp/news/1309 
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意匠登録第 1574796 号・第 1574928 号 

商標登録第 5934464 号 

商標登録第 6102141 号・第 6102140 号 任天堂株式会社 

（出典）任天堂株式会社 

https://www.nintendo.co.jp/hardware/switch/compare/index.html 

 

 

特許第 4617597 号 

意匠登録第 1135375 号（閉状態）→ 動的意匠 

商標登録第 6167367 号（閉状態）→ 動き商標 コクヨ株式会社 

 

 

商願 2019-137650 タグに「KOKUYO」の文字なし（拒絶確定） 

商願 2019-137651 開状態立体商標 コクヨ株式会社（拒絶確定） 
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6-3. 課題 

 

あなたの解決策に特許権によって保護することができるようなアイデアは含まれてい

ませんか。 

 

あなたの解決策の名前やロゴは商標権によって保護します。ほかにも商標権によって

保護すべきものはありませんか。 
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7．特別講義・デザイン提案選択 

 

 

●特別講義（ロボティクス＆デザイン工学部空間デザイン学科・赤井准教授） 

デザイナーによるものの見方や考え方を共有できるようになることを目指します。 

 

●デザイン提案の提示 

第 8 回～第 14 回においてビジネス検討の題材とするデザイン提案を一つ選択します。

デザイン提案に込められたデザイナーの想いを形にして顧客に届けるために会社をつ

くるつもりで検討します。 

 

 

学修のポイント 

 

特別講義（ロボティクス＆デザイン工学部空間デザイン学科・赤井准教授） 

 「デザインとは何か」 

 

デザイン提案選択 
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＜メモ＞ 
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8．ビジネス検討（1） 

 

 

●デザイン提案の理解 

デザイン提案に込められたデザイナーの想いを理解します。想いをさらに発展させて

もかまいません。 

 

●事業の定義 

会社をつくるにあたって事業の定義を検討します。デザイナーとは異なる切り口も必

要です。 

 

●ブレストのルール 

１ 人の発言を否定しない。 

２ なんでも自由に発言する。 

３ 発言の質より量 

４ 人の発言に自分の考えを結びつけて新しいアイデアを出す。 

  （イノベーションは今あるものの新たな結合です。） 

今井雅子『ブレストガール！ 女子高生の戦略会議』（文芸社文庫 NEO・2017 年） 

 

 

演習のポイント 

 

デザイン提案の理解 

 

事業の定義（第 3 回参照） 
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ブレインストーミング（1） 

株式会社アンド『思考法図鑑』（翔泳社・2019 年）48 頁。 
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ブレインストーミング（2） 

株式会社アンド『思考法図鑑』（翔泳社・2019 年）49 頁。 

 

KJ 法 

１ グループ化する。 

２ グループに名前を付ける。 

３ グループの関係性を図解する。 

４ 文章化する。 
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＜メモ＞ 
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9．ビジネス検討（2） 

 

 

●STP の検討 

デザイン提案に込められたデザイナーの想いを形にして顧客に届けるにあたってセグ

メンテーション（Segmentation）、ターゲティング（Targeting）、ポジショニング

（Positioning）を検討します。ポジショニング（Positioning）の検討に当たっては、SWOT

分析にもトライしてみましょう。 

 

 好影響 悪影響 

内部環境 強み（Strength）： 弱み（Weekness）： 

外部環境 機会（Opportunities）： 脅威（Threats）： 

 

●ブランドの検討 

ターゲットとする顧客と製品のポジションが明確になったら、それにふさわしいブラ

ンドを検討します。デザイン提案には名前が付けられていますが、その名前をそのま

ま使うのではなく、さらに発展させてみましょう。 

 コーポレート・ブランド ：事業の定義に相応しいブランド 

 ブランド・ステイトメント：顧客との約束 

 プロダクト・ブランド  ：選択したデザイン提案につけるブランド 

 

●考え方 

事業の定義（社内のコンセンサス） 

→（反映）→ STP、ブランド（ブランド・ステイトメントは顧客との約束） 

 

●ポジショニングマップ 

十分な密度をもったポジショニングマップの作成に留意してください。 

一方の軸：顧客がその商品を購入する際に重視するポイントに関する軸 

他方の軸：自社製品の強みであるポイントに関する軸 

 

 

演習のポイント 

 

STP の検討（第 3 回参照） 

 

ブランドの検討（第 4 回参照） 
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SWOT 分析（1） 

株式会社アンド『思考法図鑑』（翔泳社・2019 年）50 頁。 
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SWOT 分析（2） 

株式会社アンド『思考法図鑑』（翔泳社・2019 年）51 頁。 
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＜メモ＞ 
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10．ビジネス検討（3） 

 

 

●4P の検討 

具体的な戦術として、4P の中から、製品（Product）とプロモーション（Promotion）

を検討します。 

 

●考え方 

事業の定義（社内のコンセンサス） 

→（反映）→ STP、ブランド（ブランド・ステイトメントは顧客との約束） 

→（反映）→ 4P 

四つの P は事業の定義という大元でつながっています。ブレないようにしてください。 

 

3C から事業の定義・ブランドと STP を考えてみましょう。 

 自社（Company） 事業の定義・ブランド 

 顧客（Customer） STP の S と T 

 競合（Competitor） STP の P 

 

4P を顧客視点で見ると 4C になります。 

 製品（Product）  顧客価値（Customer Value） 

 プロモーション（Promotion） コミュニケーション（Communication） 

 流通（Place）   利便性（Convenience） 

 価格（Price）   コスト（Cost） 

 

●製品（Product） 

デザイン提案に改良を加えるべき点はありませんか。バリエーション（シリーズ商品）

の展開はどうですか。どのようなパッケージで販売しますか。などなど… 

 

●プロモーション（Promotion） 

いろいろと考えられますが、新製品の発売に当たっての一押しのプロモーションにつ

いて具体的に検討してください。多くても関連するもの二つ程度にとどめてください。

SNS を活用する場合はコントローラビリティと効果の検証に留意してください。「イ

ンフルエンサーに依頼する。」「クーポンを発行する。」等の箇条書は不可です。 

 

演習のポイント 

 

4P の検討（1）（第 4 回参照） 
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＜メモ＞ 
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11．ビジネス検討（4） 

 

 

●4P の検討 

具体的な戦術として、4P の中から流通（Place）と価格（Price）を検討します。 

 

●考え方 

事業の定義（社内のコンセンサス） 

→（反映）→ STP、ブランド（ブランド・ステイトメントは顧客との約束） 

→（反映）→ 4P 

四つの P は事業の定義という大元でつながっています。ブレないようにしてください。 

 

3C から事業の定義・ブランドと STP を考えてみましょう。 

 自社（Company） 事業の定義・ブランド 

 顧客（Customer） STP の S と T 

 競合（Competitor） STP の P 

 

4P を顧客視点で見ると 4C になります。 

 製品（Product）  顧客価値（Customer Value） 

 プロモーション（Promotion） コミュニケーション（Communication） 

 流通（Place）   利便性（Convenience） 

 価格（Price）   コスト（Cost） 

 

●流通（Place） 

 店舗 自動販売機 通販 オンライン ・・・ 

プロモーションとも関係しますが、体験の場とも考えられます。 

どこでも買ってもらえるようにすると流通コストは高くなります。逆に、ここでしか

買えないとなるとプレミア感が生まれます。ターゲットの属性から考えるとよいでし

ょう。 

ネットで売るといっても、ネットにも様々な店舗の形態があるでしょう。 

実店舗で販売するのであれば、店舗外観や内装も検討してください。自社 EC サイト

も同様です。 

 

 

演習のポイント 

 

4P の検討（2）（第 4 回参照） 
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●価格（Price） 

コストを積み上げるのではなく、いくらだったら買ってもらえそうかを考えます。と

はいえ、安くすればよいというものではありません。 

 バリューベースプライシング ：提供する価値 

 バリューネットワーク  ：補完財（本体と消耗品） 

 サブスク   ：継続性 

 

 

＜メモ＞ 
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12．ビジネス検討（5） 

 

 

●ここまで検討してきたビジネスの知的財産権による保護を考えます。 

 

●意匠権による保護 

製品（Product）のデザインを意匠権によって保護します。全体意匠、部分意匠、関連

意匠、動的意匠等の制度を有効に活用します。 

 

●特許権による保護（1） 

製品（Product）のアイデアを特許権によって保護します。 

 

●特許権による保護（2） 

プロモーション（Promotion）、流通（Place）、価格（Price）の具体的な戦術（ビジネス

モデル）のなかに特許権によって保護することができるアイデアがないか検討します。 

 

●商標権による保護 

ブランドを商標権によって保護します。製品（Product）のデザインを商標権によって

保護することができないか検討します。製品名以外にもブランド化できるものはない

演習のポイント 

 

意匠権による保護（第 5 回参照） 

 製品（Product）のデザインの保護 

 全体意匠 部分意匠 関連意匠 動的意匠 組物の意匠 

 物品の意匠 画像の意匠 建築物の意匠 内装の意匠 

 

特許権による保護（1）（第 6 回参照） 

 製品（Product）のアイデアの保護 

 

特許権による保護（2）（第 6 回参照） 

 プロモーション（Promotion）、流通（Place）、価格（Price） 

 に関するマーケティング戦術（ビジネスモデル）の保護 

 

商標権による保護（第 6 回参照） 

 平面商標 立体商標 新しいタイプの商標 

 ブランドの保護 

 製品（Product）のデザインの保護 店舗・内装の保護 
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でしょうか。 

 

●先行文献調査は行いません。この科目では、どのような権利の取り方ができそうか

を見抜くセンスを磨いてほしいと思います。 

知財の検討はもっと早い段階から始めなければいけませんが、この授業では便宜上ビ

ジネスモデルの検討後に行います。 

 

 

＜メモ＞ 

 

 



工業デザインと知的財産（大塚） 

 68 

 

13．ビジネス検討（6） 

 

 

●第 14 回において発表ができるようにビジネス検討をまとめます。 

 

●ビジネス検討の発表 

パワーポイントを使用して発表します。タイトルスライドには、 

 商品名 

 会社名（括弧書で班の番号を追加） 

 社員名（班のメンバーの氏名） 

を記載してください。以下、 

 1．選択したデザイン提案を自分たちの商品として紹介 

 2．皆さんの会社の「事業の定義」を説明 

 3．ターゲットとポジショニングを説明（ポジショニングマップ使用） 

 4．ブランドとそこに込めた想いを説明 

 5．マーケティング戦略について説明（4P） 

 6．商品やビジネスの知的財産権による保護について説明 

 7．まとめ（商品企画書使用）と将来のビジネス展開の可能性について説明 

 

●発表の内容 

商品とビジネスモデルができました。あとはお金が必要です。金融機関から融資を受

けるにしてもクラウド・ファンディングを利用するにしても（第 4 回参照）、「これは

売れるぞ！」ということを出資者にアピールしないといけません。そんな感じの発表

をお願いします。思わずお金を出したくなるようなプレゼンです。それ以外の制約は

ありませんが、ポジショニングマップと商品企画書は必ず含めるようにしてください。 

 

●ポイント 

①デザイン提案の提案者とは異なる新たな切り口 

②ポジショニングマップは十分な密度が必要（競合は 10 以上） 

 関連する商品やサービスを大量に収集・グルーピング 

 その後、ポジショニングマップの縦軸。横軸を決定 

③SNS を活用する場合は効果を明確に想定 

 ユーザー任せのプロモーションはハイリスク・ローリターン 

 

演習のポイント 

 

ビジネス検討のまとめ 
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＜メモ＞ 
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14．ビジネス検討（7） 

 

 

●ビジネス検討の発表 

パワーポイントを使用して発表します。タイトルスライドには、 

 商品名 

 会社名（括弧書で班の番号を追加） 

 社員名（班のメンバーの氏名） 

を記載してください。 

 

●発表の内容 

商品とビジネスモデルができました。あとはお金が必要です。金融機関から融資を受

けるにしてもクラウド・ファンディングを利用するにしても（第 4 回参照）、「これは

売れるぞ！」ということを出資者にアピールしないといけません。そんな感じの発表

をお願いします。思わずお金を出したくなるようなプレゼンです。それ以外の制約は

ありませんが、ポジショニングマップと商品企画書は必ず含めるようにしてください。 

 

 

演習のポイント 

 

ビジネス検討の発表 
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